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ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

郵政民営化の進捗

〔要　　　旨〕

１　郵政民営化まであと１年となった。日本郵政公社は2007年10月から，日本郵政株式会社，

郵便局株式会社，郵便事業株式会社，株式会社ゆうちょ銀行，株式会社かんぽ生命保険，

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の６つに分かれることになる。現在は，郵

政民営化に向けた準備が着々と進められている。

２　日本郵政公社は06年５月24日に05年度決算を公表した。1.9兆円の当期純利益を計上し，

前年度比56.2％の増加であった。これは，ほぼ郵便貯金業務によるものである。郵便貯金

業務の好決算の要因は，株価上昇をうけて「金銭の信託運用益」が増加したためであった

が，他方で，郵便貯金残高は近年急激に減少している。この受け皿の一つとして投信販売

が積極的に進められている。

３ ７月末に日本郵政株式会社の西川社長から総務大臣に「実施計画」の骨格が提出された。

この骨格とは，実施計画の作成にあたり，承継会社等の概要やその他実施計画の作成の考

え方を示すものである。

４ 骨格によると，株式会社ゆうちょ銀行は，職員１万1,400人で，直営店を233箇所もち，

郵便局株式会社を代理店として２万4,000の拠点をもつ金融機関となる。民営化時点では，

現在の郵政公社と業務内容は変わらない。預入限度額も1,000万円のままであり，貸出業

務等も認められていない。将来的には様々な分野，特に利便性を生かした個人向けビジネ

スに注力していくと考えられるが，その前提条件として，「官から民へ」の改革の理念の

もと民業圧迫とならないように措置を講じ，民間企業との競争条件を同一にすることが必

要である。今後の民営化委員会の議論等を注視していきたい。
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向けた準備が進められている。組織的に，

日本郵政公社は日本郵政株式会社（以下

「日本郵政」），郵便局株式会社（以下「郵便

局会社」），郵便事業株式会社（以下「郵便

会社」），株式会社ゆうちょ銀行（以下「ゆ

うちょ銀行」），株式会社かんぽ生命保険

（以下「かんぽ」），独立行政法人郵便貯金・

簡易生命保険管理機構（以下「管理機構」）

の６つに分かれることになる。

郵政民営化は，３つの期間に分けること

ができ，07年９月30日までの準備期間，07

年10月１日から17年９月30日までの移行期

間，17年10月以降の完全民営化である。現

在は準備期間にあたる。

（１） 日本郵政の設立

日本郵政は06年１月23日に設立された。

同社は郵政民営化の準備企画会社としての

役割を持ち，今後出来る郵便局会社，郵便

会社，ゆうちょ銀行，かんぽの持株会社と

なる。また，07年10月からの10年間の移行

期間中に，ゆうちょ銀行とかんぽの全株式

を処分する義務を負っている。三井住友銀

郵政民営化まで，あと１年となった。

2006年４月に設置された郵政民営化委員会

では，さまざまな議題（郵便局設置基準な

ど）が検討されている。そして，７月末に

は，「実施計画」の骨格が総務大臣に提出

された。今後，07年の４月30日までに詳細

な「実施計画」が策定される予定になって

いる。この「実施計画」は，大臣に認可さ

れると，正式に「承継計画」となり，07年

10月１日から実際にスタートする各事業会

社の姿を示すものとなる。

本稿では，郵政民営化関連法が成立した

05年秋以降の郵政民営化に向けた準備の動

向を概観しながら，後半で「実施計画」の

骨格について紹介する。

05年秋（10月14日）に郵政民営化関連法

が成立し，現在は07年10月の郵政民営化に
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行の西川元社長が社長に就任

している。

日本郵政には経営委員会が

設置され，ここでは，07年10

月１日から日本郵政公社の業

務がどのように各会社に承継

されるのかを具体化する「実

施計画」を策定することにな

る（民営化法第163条第３項）。

「実施計画」については，そ

の骨格を06年７月末までに提

出しなければならなく，骨格

とは実施計画の作成に当た

り，承継会社等の概要その他

実施計画の作成の考え方を示

すものである。

（２） 郵政民営化委員会の

議論の動向

05年11月10日に内閣の下に郵政民営化推

進本部が設立された。同本部は，民営化の

総合調整を行い，本部長は総理大臣，副本

部長に内閣官房長官，総務大臣，財務大臣

等が就任した。さらに，06年４月１日に，

推進本部の下に「郵政民営化委員会」が設

置された。

この民営化委員会は，有識者５名からな

り，21世紀政策研究所理事長の田中直毅氏，

岩手県知事の増田寛也氏などが就任してい

る。任期は３年で，民営化の進捗状況に関

する見直しなどについて，主務大臣に意見

を述べる役割をもつ。見直しとは，05年６

月の衆議院において修正が行われた点の一
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つで，検証から見直しという表現になり，

検証した上に，何らかの改善策，修正をす

るという意味が加わったと説明されてい

る。また，同委員会は，移行期間中の各会

社の業務拡大を判断する役割ももち，郵政

民営化の進捗を見る上で重要な組織であ

る。議事録などは，その透明性を確保する

ために，ホームページに掲載されている

（第１表）。

（３） 郵政公社の決算

郵政民営化の準備が進んでいるなかで，

日本郵政公社は06年５月24日に05年度決算

を公表した。1.9兆円の当期純利益を計上

第１回 ０６年４月３日 

資料　郵政民営化委員会ホームページから作成 
　　　http://www.yuseimineika.go.jp/iinkai/kaisai.html（アクセス日０６年９月５日）

第1表　郵政民営化委員会の議題 

主な議題 日時 

・委員長等の選出 
・郵政民営化委員会関係法令について 
・準備期間中の日本郵政公社の業務の特例について
等 

第２回 ０６年４月７日 

・日本郵政公社からのヒアリング（生田日本郵政公社総裁） 
・日本郵政株式会社からのヒアリング（高木日本郵政株
式会社経営委員会委員） 
・許可申請についての審議（日本郵政公社による出資に
ついて） 

第４回 ０６年５月１７日 

・郵政事業の現状について 
・郵便局の設置基準に関する省令について 
・郵便貯金銀行に係る政省令について 
・郵便保険会社に係る政省令について 

第５回 ０６年７月５日 

・郵便局の設置基準に関する省令について 
・郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る政省令につ
いて 
・平成１７年度日本郵政公社決算の報告 

第３回 ０６年４月１２日 ・認可申請についての審議 

第６回 ０６年８月４日 ・日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画の骨格について 

第８回 ０６年９月１１日 
    （予定） 

・郵政民営化推進本部（第３回）報告 
・ヒアリング（慶應義塾大学深尾教授, 金融庁佐藤監督局長） 

第７回 

０６年８月２３日 ・日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画の
骨格について 

０６年８月３１日 ・実施計画の骨格に対する郵政民営化委員会の所見
の提出・公表 
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し，前年度比56.2％の増加であった。これ

は，ほぼ郵便貯金業務によるものであり

（第２表），郵便貯金業務の好決算の要因は，

株価上昇をうけて「金銭の信託運用益」が

増加したためである。ほかに資金運用収益

をみると，預託金からの利息の減少により，

前年度比6,900億円程度減少している。役

務取引等収益は，ATM手数料や国債販売

による手数料収入の増加で，前年度946億

円から81億円増の1,028億円となったと説

明されている。経常費用については，前年

度比6,756億円減少した。これは，資金調

達費用において，高金利時代の定額貯金が

満期を迎える等で貯金残高が縮小し，支払

利息が減少したことによる。

他方で，郵便業務は，当期純利益で大幅

な減少になっている。総引受郵便物数が前

年度比マイナス0.7％，内国郵便物の92％

を占めている通常郵便物は，前年度比マイ

ナス3.5％となるなど，郵便物の引受数が

減少しており，厳しい経営環境が続いてい

る。06年度は，集配拠点の再編など，抜本
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的なオペレーション基盤の改革を行うな

ど，300億円の利益の確保を目指すとして

いる。

簡保業務は，経常利益で，危険準備金の

繰入額が8,800億円と前年度304億円から増

加しているため，前年度比3,132億円減少

の3,200億円となった。契約数についてみ

てみると，05年度は，新契約保険件数が前

年度から50万件減って300万件となり，保

有契約保険件数では，442万件減って，

6,098万件となった。三利源は，死差益約

7,800億円，費差益が約7,300億円，利差損

が約１兆5,800億円で，合計はマイナスで

あるが，マイナス幅は前年度より改善して

いる。

（４） 投信販売の動向

郵便貯金の残高は05年度末で約200兆円

となっており99年度末の約260兆円から２

割以上減少した。前述の決算にも残高減少

の影響は顕著に現れていた。主力商品であ

る定額貯金が99年度末213兆円から05年度

末までに135兆円と大きく減少している

ことによる。これは高金利時代に預けら

れた定額貯金の満期が到来し，近年の低

金利や預入限度額の徹底などにより流出

していると推察される。06年度末には，

郵便貯金残高は192兆円に減少すること

が見込まれている（第１図）。

このような貯金の流出に対して，受け

皿の一つとして期待されているのが，国

債や投信であろう。06年６月末時点で，

累計投資信託取扱状況をみると，販売金

（単位　億円） 

経常収益 

経常費用 

経常利益 

当期純利益 

資料　日本郵政公社ホームページから作成 
　　　http:www.japanpost.jp/（アクセス日０６年９月５日） 

第2表　日本郵政公社の決算 

０５年度 

０４ 

０５ 

０４ 

０５ 

０４ 

０５ 

０４ 

２３０，６１２ 

２０６，３３３ 

２０３，９４３ 

１８７，５０２ 

２６，６９９ 

１８，８３０ 

１９，３３１ 

１２，３７８ 

公社全体 

１９，１８３ 

１９，３２９ 

１９，０３１ 

１９，０６７ 

１５１ 

２６２ 

２６ 

２８３ 

郵便業務 

４５，３１５ 

４０，９８９ 

２１，９９７ 

２８，７５４ 

２３，３１７ 

１２，２３５ 

１９，３０４ 

１２，０９５ 

郵便貯金 
業務　　 

１６６，７２１ 

１４６，６５０ 

１６３，５２１ 

１４０，３１７ 

３，２００ 

６，３３３ 

－ 

－ 

簡保業務 



額は，2,334億円，保有口座数は約14.8万口

座，純資産残高は2,259億円となっている。

投信は，05年10月から販売が開始されて

おり，当初の取扱商品は野村世界６資産分

配投信（安定，分配，成長コース），大和ス

トックインデックス225ファンド，GS日本

株式インデックス・プラスであった。今年

６月に新たに４つの商品（住信日本株式SRI

ファンド，日興五大陸債券ファンド，日興五

大陸株式ファンド，DIAM世界リートインデ

ックスファンド）が導入されたが，販売開

始１週間の新商品購入者アンケートによる

と，約３割が郵便局でのはじめての投信の

購入者で，残りはリピーターということで

あった。販売場所をみると，05年度は575

局で取り扱われていたが，06年度は1,153

局，07年度には1,550局に拡大する予定と

なっている。

06年度の投信販売額の見通しは5,409億

円，個人向け国債販売予定額は0.9兆円で，

今年度減少するとされる貯金残高８兆円の

受け皿としては，不十分ながら，商品の特

性の違いを考えれば，着実に拡大している

と言える（第２，３図）。
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７月末に日本郵政の西川社長から総務大

臣に「実施計画」の骨格（正式名「日本郵

政公社の業務等の承継に関する実施計画の骨

格」）が提出された。この骨格は，Ⅰ総論，

Ⅱ実施計画の作成の考え方，Ⅲ承継会社等

資料　第２表に同じ 

３００ 
（兆円） 

２５０ 

２００ 

１５０ 

１００ 

５０ 

０ 
９５ 
年度 

９７ ９９ ０１ ０３ ０５ 

第1図　郵便貯金残高の推移 

合計 

通常貯金 

定額貯金 

定期貯金 

２ 「実施計画」の骨格

純資産残高（純増分） 

資料　第２表に同じ 

４５０ 
（億円） 

３０ 
（千件） 

４００ 

３５０ 

３００ 

２５０ 

２００ 

１５０ 

１００ 

５０ 

０ 

２５ 

２０ 

１５ 

１０ 

５ 

０ 
１０ 
月末 

１１ １２ １ ２ ３ 

０５年 ０６ 

４ ５ ６ 

第2図　投信の状況 

保有口座数 
（純増分） 

第3図　純資産残高 

DIAM世界リート 
インデックスファンド 
（毎月分配型）（１．０） 

住信日本株式SRI 
ファンド（０．７） 

野村世界６資産分散 
投信安定コース 
　　（１１．７） 

野村世界６資産分散 
投信成長コース 
（９．５） 

日興五大陸債券 
ファンド（毎月分配型） 
　　 （２．８） 

日興五大陸株式 
ファンド（０．３） 

GS日本株式イン 
デックス・プラン 
　　 （９．３） 

大和ストック 
インデックス 
２２５ファンド 
　（１１．９） 

野村世界６資産分 
散投信分配コース 
　   （５２．７％） 

資料　第２表に同じ 
（注）　０６年６月３０日時点。 
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の概要および別紙からなる。別紙では，１．

職員の帰属，２．組織，３．民営化時の財務状

況，４．経営見通しから成っている（第３表）。

以下では，骨格に記された６機関の概要

を紹介する。

（１） 日本郵政

日本郵政株式会社法の規定により名称は

「日本郵政株式会社」となる。西川善文氏

がトップに就任する。民営化時の日本郵政

の役割は，下記の４点が挙げられている。

①コーポレートセンター機能および監査

機能

グループ各社への経営管理，経営支援，

内部統制の確保，ゆうちょ銀行，および，

かんぽの株式処分のための上場準備の

支援，
（注１）

日本郵政自らの上場準備，CSR，広

報活動，社会地域貢献基金の交付など。
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②グループ内共通事務の受託

給与・収入支出手続等の事務，災害補償

関係事務，健康管理事務，施設等の管理事

務，IT開発などの共通事務の実施。

③事業運営

逓信病院を承継し，企業立病院として運

営。公社が運営するメルパルク（郵便貯金

周知宣伝施設），かんぽの宿（簡易生命保険

加入者福祉施設）等は民営化を５年以内に

すべて譲渡または廃止することになってお

り，これらの譲渡廃止までの運営。

④その他

逓信総合博物館の承継。公社の残務処理。

組織については，本社（現公社本社ビル）

にコーポレートスタッフ部門，監査部門，

共通事務部門，事業運営部門が設置され，

支社は設けられない。共通事務施設として，

人事・経理集約センター（公社では11箇所

資料　「日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画の骨格」から作成 
（注）　承継会社の職員数の合計２５万３，２００人は, 公社の職員数２５万２，０００人を上回るが, この差は, 日本郵政で民営化前から勤務す

る数（約１００人）と内部監査態勢を強化するため, 民営化後の業務に必要な人員を見込んでいるためと説明されている。 

第3表　５社の概要 

日本郵政 

社員数 ３，８００人 

郵便局会社 

１２５，８００人 

ゆうちょ銀行 

１１，４００人 

かんぽ 

５，４００人 
（営業職員１，０００人） 

 
店舗数 

本社, 共通業務施設, 
病院（１４）, 宿泊施
設（８２） 

本社, 支社（１３）,  
郵便局（約２４，６００）等 

本社, 事務センター
（１３）, 直営店（２３３）
等 

本社, 事務センター
（５）等 

経営見通し        
  （０８年度 
   純利益） 

 
９６０億円 

 
８６０億円 

 
４，２８０億円 

 
７７０億円 

資産 

８兆７，３５０億円 
（子会社株式８兆２，９６０
億円等） 

１兆５，２２０億円 ２２６兆９，９１０億円 
（管理機構からの特別
預金は１３７．６兆円） 

１１４兆５，８９０億円 
（管理機構からの再保
険分の保険契約準備
金は１１１．７兆円） 

 
 
 
提供する
商品, サー
ビス 

・右記４会社の持株
会社 
・コーポレートセン
ター機能 
・病院の運営 
・宿泊施設の譲渡廃
止 

郵便会社 

１０６，８００人 

本社, 支社（１３）, 郵
便輸送センター（２）,
支店 （１，０９３）等 

 
３８０億円 

２兆５，５３０億円 

・郵便業務 
・国内物流事業 
・国際物流事業 

・郵便の窓口業務 
・住民票の写しの交
付事務 
・銀行代理店業務 
・生命保険募集代理
店業務 
・損害保険商品の提
供, カタログ販売, 
不動産事業　等 

・預金サービス 
・送金決済 
・資産運用サービス
（投信, 国債販売） 
・銀行代理店契約を
郵便局会社と締結 

・公社と同様の保険
商品を提供 
・生命保険募集代理
店契約を郵便局会
社と締結 
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の共通事務センターをもつが，１箇所に集

約），災害補償事務センター，健康管理事

務センター，施設サービスセンターが設置

される。また事業運営施設としては，14の

逓信病院，11のメルパルク等，71のかんぽ

の宿等が民営化時点で存在する。

職員数は3,800人で，本社600人，共通事

務施設700人，病院施設1,600人，宿泊施設

900人と見込まれている。
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公社から承継する資産は8.7兆円（第４

表－(1)）であり，その大半が子会社株式

となる。日本郵政の株式は，民営化時は政

府がすべてを保有する。日本郵政の収益は，

グループ会社からの配当，経営指導料，ゆ

うちょ銀行からの交付金（郵政民営化法第

122条），本社等の建物からの賃貸料，共通

事務の受託手数料が見込まれている。

（注１）ゆうちょ銀行とかんぽの株式については民

資産の部 

（１）日本郵政 

現金及び預金 
有価証券 
　郵便事業会社株式 
　郵便局会社株式 
　郵便貯金銀行株式 
　郵便保険会社株式 
動産不動産 
その他資産 

２，７１０ 
８２，０００ 
２，０００ 
２，０００ 
６８，０００ 
１０，０００ 
２，４４０ 
２００ 

退職給与引当金 
未払国庫納付金 
その他負債 

負債合計 

 純資産合計 

３８０ 
１，２８０ 
２０ 

１，６８０ 

 ８５，６７０ 

８７，３５０ ８７，３５０ 

負債の部 

資産合計 負債・純資産合計 

純資産の部 

資産の部 

（２）郵便局会社 

現金及び預金 
動産不動産 
その他資産 

５，４６０ 
９，７２０ 
４０ 

退職給与引当金 
その他負債 

負債合計 

純資産合計 

１２，６１０ 
６２０ 

１３，２２０ 

２，０００ 

１５，２２０ １５，２２０ 

負債の部 

資産合計 負債・純資産合計 

純資産の部 

資産の部 

（３）郵便会社 

現金及び預金 
動産不動産 
その他資産 
貸倒引当金 

９，０６０ 
１５，１２０ 
１，４１０ 
△５０ 

借入金 
退職給与引当金 
その他負債 

負債合計 

純資産合計 

４，１６０ 
１１，４００ 
７，９７０ 

２３，５３０ 

２，０００ 

２５，５３０ ２５，５３０ 

負債の部 

資産合計 負債・純資産合計 

純資産の部 

資産の部 

（４）ゆうちょ銀行 

現金及び預金 
コールローン 
買現先勘定 
金銭の信託 
有価証券 
預託金 
貸付金 
動産不動産 
その他資産 
貸倒引当金 

５４，７７０ 
１４，０００ 
１，６００ 
２０，７６０ 

１，７３５，９８０ 
３８８，５９０ 
４３，１６０ 
２，０７０ 
９，１００ 
△１２０ 

預金 
借入金 
退職給与引当金 
その他負債 

負債合計 

 
純資産合計 

４９６，８２０ 
２４８，１００ 
１，１５０ 

１，４５５，８４０ 

２，２０１，９１０ 

 
６８，０００ 

２，２６９，９１０ ２．２６９，９１０ 

負債の部 

資産合計 負債・純資産合計 

純資産の部 

資産の部 

（５）かんぽ 

現金及び預金 
コールローン 
買入金銭債権 
金銭の信託 
有価証券 
貸付金 
動産不動産 
その他資産 
貸倒引当金 

１３，６６０ 
４，７７０ 
７８０ 

６４，６６０ 
８４５，８３０ 
２１１，９２０ 
８２０ 
３，４６０ 
△１０ 

保険契約準備金 
退職給付引当金 
価格変動準備金 
その他負債 

負債合計 

純資産合計 

１，１１６，７８０ 
５４０ 
６，５２０ 
１２，０５０ 

１，１３５，８９０ 

１０，０００ 

１，１４５，８９０ １，１４５，８９０ 

負債の部 

資産合計 負債・純資産合計 

純資産の部 

資産の部 

（６）管理機構 

特別預金 
預託金 
貸付金 
その他資産 

１，３７６，２８０ 
１０，６７０ 
２５０，９１０ 
１０，２４０ 

郵便貯金 
保険契約準備金 
借入金 
その他負債 

負債合計 

 
資本合計 

１，３７６，２８０ 
１０，６７０ 
２５０，９１０ 
１０，２４０ 

１，６４８，１００ 

 
－ 

１，６４８，１００ １，６４８，１００ 

負債の部 

資産合計 負債合計 

資本の部 

第4表　民営化時の財務状況 
（単位　億円）

資料　第３表に同じ 
（注）　かんぽに対して再保険に付した部分に相当する保険契約準備金の金額は１１１兆６，７８０億円。 
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さらに，民営化後新たに提供する商品・

サービスとして，かんぽ以外の金融機関と

提携した新たな保険商品の提供，グリーテ

ィングカードなどの店頭陳列販売，料金受

託収納代行，駐車場・駐輪場の運営などを

例示している。また，グループ会社が民営

化後に充実していく商品サービス，グルー

プ以外の事業会社，金融機関との提携によ

る新たな商品サービスを取り扱うことも記

されている。

組織については，本社（現公社本社ビル）

にコーポレートスタッフ部門，コーポレー

トサービス部門，営業部門，コンプライア

ンス部門，監査部門を設置し，13箇所の支

社，50箇所の地方監査室，11箇所の研修所

を置く。渉外要員を配置する3,600の郵便局

と，渉外要員を配置しない16,600の郵便局，

4,400の簡易郵便局を置く予定で，合計２

万4,600局を見込んでいる。公社と簡易郵

便局との契約は郵便局会社が承継する。

職員は12万5,800人と承継会社最大とな

る。本社800人，支社3,700人，地方監査室

1,200人，研修所100人，郵便局12万人の予

定である。

公社から承継する資産は，１兆5,220億

円で，過半が郵便局舎などの動産不動産で

ある。郵便局会社の株式は日本郵政がすべ

て保有する（前掲第４表－(2)）。

（３） 郵便会社

郵便事業株式会社法の規定により，「郵

便事業株式会社」となる。トップには北村

憲雄氏が就任する。

営化後10年以内にすべて処分することになって
いたが，民営化後４年目の上場を目指し，５年
間で処分する方針を明示している。

（２） 郵便局会社

郵便局株式会社法の規定により「郵便局

株式会社」となる。トップは川茂夫氏が就

任する。

民営化時に提供する商品サービスについ

ては，下記の12点があげられている。

①郵便窓口業務（郵便会社からの委託業

務）

②印紙の売りさばき（郵便会社からの委

託業務）

③ゆうパックの引受け（郵便会社からの

委託業務）

④住民票等の写しの交付事務等（地方公

共団体からの委託業務）

⑤銀行代理店業務（ゆうちょ銀行からの

委託業務）

⑥生命保険募集代理店業務（かんぽから

の委託業務）

⑦宝くじの売りさばき

⑧原動機付自転車等責任保険の募集業務

⑨国債，旅行小切手及び投資信託の販売

（ゆうちょ銀行からの委託業務）

⑩恩給その他の国庫金の支払い等に関す

る業務（ゆうちょ銀行からの委託業務）

⑪年金等の取り扱いに関する業務（ゆう

ちょ銀行からの委託業務）

⑫新規商品・サービスの提供

自動車保険などの損害保険商品，産直ギ

フト等のカタログ販売，都市部の郵便局等

の再開発など不動産の活用などを想定。



民営化時に提供する商品サービスについ

ては，下記の６点があげられている。

①郵便の業務

手紙，はがきなど引き続きユニーバーサ

ルサービスとして営業。

②印紙の売りさばきを行う業務

国の委託業務。

③お年玉付郵便葉書等及び寄附金付郵便

葉書等の発行

④国内物流事業

現行の小包業務は郵便業務から除外され，

一般貨物法制の下で国内貨物業務を行う。

⑤国際物流事業

⑥その他の受託業務

NHK等の委託の集金業務。ひまわりサ

ービス，郵便外務員を活用して行う地公体

からの受託業務を引き続き実施。

さらに，民営化後，新たに提供する商品

サービスとして，国内外物流分野での新規

業務を検討することを明記している。

組織については，本社（現公社本社ビル）

にコーポレートスタッフ部門，事業部門，

営業推進部門，ネットワーク部門，IT部門，

監査部門を設置し，公社の支社を利用し，

13箇所の支社を持つとされている。また，

機能センターとして公社が持っている「国

際郵便決済センター」「郵便輸送センター」

（２箇所），「法人営業推進本部」（２箇所か

ら７箇所に増加予定），「物流センター」（４

箇所），「サービス相談センター」を承継す

る。支店は1,093箇所（エリア統括支店70，

その他の支店1,023），配達センターを2,560

箇所設ける予定となっている。現行の集配
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局が支店または配達センターになる。

職員数は10万6,800人で本社800人，支社

1,700人，機能センター200人，支店等10万

4,100人と見込まれている。

公社からの承継資産は２兆5,530億円で，

過半が郵便局舎などの動産不動産となって

いる。また，子会社のJPビスメール社，JP

ロジサービス社，ANA＆JPエクスプレス

社の株式を承継する。郵便事業会社の株式

は日本郵政がすべて保有する（前掲第４

表－(3)）。

（４） ゆうちょ銀行

一般の銀行として，「株式会社ゆうちょ

銀行」となる。トップは古川洽次氏が就任

する。

民営化時に提供する商品サービスについ

ては，下記の４点があげられている。民営

化時の業務範囲及び預金の預入限度額は公

社の業務範囲と同じである。

①預金サービス

民営化時は新旧契約分合算で1,000万円

となる。通常貯金，決済用貯金（旧郵便振

替口座であり，預入限度額の対象から除外さ

れる），定額貯金，定期貯金が提供される。

②送金・決済サービス

銀行法の為替取引業務。現行の郵貯シス

テムは全銀システムと接続していないが，

民営化後早期に接続を実現し，他の金融機

関と同様の為替取引業務を出来るようにす

る予定とされている。また，公金，国庫金

の取り扱い，年金等の支払いなど。

③資産運用サービス



投資信託，国債，かんぽの保険商品の販

売，旅行小切手の販売。

④その他

顧客の相談に応じる業務などを引き続き

預金業務等に付随する業務として行う。

さらに，民営化後新たに提供する商品サ

ービスとして，民営化後，民営化委員会の

審議を経た内閣総理大臣及び総務大臣の認

可等を得て，リスク管理体制等の整備の上，

下記の新規業務を実施したいと希望してい

る。

リスク管理手段・運用の自由化

他の銀行と同様のオフバランス取引，シ

ンジケートローンへの対応，株式の本体運

用等

新規商品・サービス

金融機関仲介として，かんぽ以外の保険

商品の窓販，投資信託商品の多様化，その

他の金融機関が取り扱う金融商品の仲介。

預金関連として，外貨預金，預入限度額

の拡大，廃止。ローン関連として，個人向

け（カードローン，住宅ローン，目的別ロー

ン），中小企業向け（ビジネスローン等の企

業向け融資，ファクタリング，保証業務，手

形の割引等），その他の法人向け（プロジェ

クトファイナンス等）。送金決済関連として，

クレジットカード業務，当座貸越（無担保），

その他信託銀行業務。

組織は，本社を現公社本社ビルに，銀行

法上の本店は別に置くとしている。本社に

はコーポレートスタッフ部門，コーポレー

トサービス部門，営業部門，市場部門，コ

ンプライアンス部門，監査部門を設置する。

ｂ 

ａ 
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233箇所の直営店を設け，現在の都市部の

普通局を中心に，既存の郵便局舎の一部を

利用して店舗を設ける。

郵便局（銀行代理店）に対する指導監督

等の拠点として都道府県に１箇所（北海道

は３箇所），合計49箇所に地域センター（現

行の郵便貯金地域センター），11箇所の貯金

事務センター，２箇所の貯金事務計算セン

ターを置く。また，郵便局会社に業務委託

をする。また，インターネット等を利用し

たダイレクトチャネルを充実させていくこ

とを予定している。

職員は，１万1,400人で，本社800人，直

営店5,800人，地域センター1,200人，事務

センター3,600人が見込まれている。

公社から承継する資産は，226兆9,910億

円で170兆円超が有価証券となっている。

負債に関しては，管理機構からの特別預金

が約138兆円，ゆうちょ銀行の預金となる

通常貯金は約50兆円を見込んでいる。現時

点での純資産は６兆8,000億円と計上され

ている（前掲第４表－(4)）。

（５） かんぽ

一般の生命保険会社として，「株式会社

かんぽ生命保険」となる。トップは進藤丈

介氏が就任する。

民営化時に提供する商品サービスについ

ては，公社の業務範囲等と同じで，保険金

額は新旧契約分を合算して原則1,000万円

とする無診査保険及び特約を提供する。養

老保険，終身保険，定期保険，学資保険，

年金保険，災害関係特約，入院関係特約な
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どである。

さらに，民営化後新たに提供する商品サ

ービスとして，民営化後，民営化委員会の

審議を経た内閣総理大臣及び総務大臣の認

可等を得て，リスク管理体制等の整備の上，

下記の新規業務を実施したいと希望してい

る。

①運用対象の多様化

他の生命保険会社と同様の信託受益権，

シンジケートローンへ，株式の本体運用等。

②新規商品・サービス

法人マーケット向け商品の他の保険会社

からの受託販売，既存商品･サービスの改

善（入院関係特約の改善，一定期間経過後の

限度額の引上げ），新規商品サービスの開発

（変額年金，第３分野商品，限度額引上げを前

提にした有診査保険）。

組織は，本社（現公社本社ビル）にコーポ

レートスタッフ部門，コーポレートサービ

ス部門，営業部門，資産運用部門，コンプ

ライアンス部門，監査部門を設置し，81箇

所の直営店を設ける。現行５箇所の簡易保

険事務センターを「事務センター」として，

現在のかんぽコールセンターを「コールセ

ンター」として引継ぎ，郵便局会社に業務

委託する。かに郵便局に対しては，かんぽ

が直接保険募集の委託をすることになる。

職員は5,400人，本社700人，直営店2,200

人（うち営業職員は1,000人），事務コールセ

ンター2,500人の見込みである。

公社から承継する資産は114兆5,890億円

で，約85兆円が有価証券である。負債のう

ち約112兆円は管理機構からの再保険分で

ある保険契約準備金となる。純資産は現時

点で１兆円を見込んでいる（前掲第４表－

(5)）。

（６） 管理機構

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管

理機構法の規定により，「独立行政法人郵

便貯金・簡易生命保険管理機構」となる。

管理機構の業務は下記の10点である。

①郵便貯金の管理に関する業務

通常郵便貯金，積立郵便貯金，定額郵便

貯金，定額郵便貯金，定期郵便貯金，住宅

積立郵便貯金，教育積立郵便貯金。

②簡易生命保険契約の管理に関する業務。

③郵便為替法の規定による郵便為替の業

務（軍事郵便為替及び外地郵便為替）。

④郵便振替法の規定による郵便振替の業

務（外地郵便振替貯金）。

⑤郵便貯金法または簡易生命保険法に規

定された地公体に対する貸付。

⑥郵便貯金の利子の民間海外援助事業に

対する寄附の委託に関する法律の規定によ

り委託された寄附金の処理を行う業務。

⑦郵便振替の預り金の民間災害救援事業

に対する寄附の委託に関する法律の規定に

より委託された寄附金の処理を行う業務。

⑧国民生活金融公庫の委託を受けて行う

国民生活金融公庫法の規定による貸付けの

申し込みの受理及び貸付金の交付に関する

業務。

⑨沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて

行う沖縄振興開発金融公庫法の規定による

貸付の申し込みの受理及び貸付金の交付に
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関する業務。

⑩①から⑨の附帯業務

職員数は実施計画の対象となる職員では

ないので，骨格には記載されていない。政

府が中期目標等の業務のあり方を定めるこ

とになっている。

公社から承継する資産は前掲第４表－

(6)のようになる。資本金の額が未定であ

るため，資本金およびそれに見合う資産は

計上していない。かんぽの再保険部分に相

当する約112兆円は負債から差し引かれて

いる。

（７） 民営化委員会による骨格への所見

前述の骨格については，８月に郵政民営

化委員会において議論が行われ，８月31日

に所見が公表されている。所見の中では下

記のような点が指摘されている。

①ゆうちょ銀行とかんぽの株式の早期上

場・処分の方針は，郵政民営化の趣旨に沿

うものとして評価する。

②ゆうちょ銀行とかんぽの新規業務は関

係する分野に与える影響について幅広く意

見徴収等を行うこととしたい。

③実施計画については，下記のとおり留

意事項を公表する。

資産及び負債の点検。

コンプライアンス態勢の整備。

ガバナンス面における内部統制シス

テムの確立。

グループ経営における経済合理性の確

保，金融子会社に対する投資家信認の確保。

人材の有効活用。ｅ 

ｄ 

ｃ 

ｂ 

ａ 

郵便局ネットワークの水準の維持等。

国民負担をもたらすことがないよう

郵便局会社の健全経営の確保。

本稿では前半で，郵政民営化関連法が成

立した05年秋以降の民営化準備の動向と郵

政公社の決算，投信販売の動向について，

後半で実施計画の骨格の概要を紹介した。

詳細な「実施計画」は07年の４月末まで

に公表されることになっている。06年９月

１日には，ゆうちょ銀行とかんぽの準備会

社である「株式会社ゆうちょ」「株式会社

かんぽ」が，ともに資本金5,000万円（資本

準備金を含めて１億円）で日本郵政の100％

出資で設立されている。07年10月の民営化

に向け，連日様々な報道もされているが，

あと１年と迫ったゆうちょ銀行の誕生は，

銀行業界あるいは国民生活にどのような影

響をもたらすのであろうか。

実施計画に盛り込まれた内容は，民間金

融機関としての業務機能を網羅したものに

なっており，総花的という評価もある。そ

の意味で，ゆうちょ銀行の具体的な戦略が

明確になっているものではなく，今後の影

響を論ずるのは難しいが，現段階で注目さ

れる点を以下に提示した。

①投信等の販売強化

07年10月の民営化開始時は預入限度額も

1,000万円が維持され，貸出業務等の新規

業務への参入にも制約があるため，手数料

ｇ 

ｆ 

おわりに

――ゆうちょ銀行の今後の課題――



収入が得られる投信の販売は，積極的に推

進される分野の一つと考えられる。来年か

らはインターネット経由での販売も開始さ

れる予定となっている。投信販売について

の資料等か
（注２）

らは，利便性や顧客との距離の

近さ（敷居の低さ）を最大限活用し，「ファ

ミリーバンク」を目指していることが明示

されている。またシニアマーケットをター

ゲットとすることも記されている。

②都市部重視の直営店

ゆうちょ銀行の直営店の配置をみると，

233箇所中，東京都が40箇所と最も多く，

次いで神奈川県31箇所，大阪府24箇所，埼

玉県17箇所，愛知県14箇所となっている。

上位５都府県で直営店の半分を占めており，

都市部重視の傾向が見て取れる。都市部で

の金融機関相互の競争激化が想定される。

③地方での郵便局会社

地方では郵便局会社の動向が注目され

る。郵便局会社ではゆうちょ銀行の代理店

として金融業務を行うことが予定されてい

るが，郵便局会社の民営化後の新規業務で

は，ゆうちょ銀行以外の金融機関との提携

の商品・サービスが示されている。代理店

ということで，貸出や複雑な金融商品の提

供等には限界があるかもしれないが，郵便

局会社は，承継会社のなかで最大の職員を

引き継ぐ予定であることからも，収益確保

のためには様々な金融商品やサービスの提

供が行われる可能性がある。

④ゆうちょ銀行のチャネル戦略

ゆうちょ銀行では，店舗，代理店チャネ

ル以外にも，インターネット等のダイレク

トチャネル充実の動きも強まるであろう。

投信販売ではインターネットの利用が報道

されており，注目される点である。

⑤過疎地等での店舗の役割

郵便局会社にとって，効率的な店舗配置

が非常に重要となる。設置基準や地域貢献

業務などの制約もあるが，簡易郵便局など

も含め，様々な活用方法が期待される。

⑥ゆうちょ銀行の運用力

ゆうちょ銀行は管理機構から特別預金の

形で旧勘定分を受け入れ，新勘定分とあわ

せて運用するためにその額は巨大である。

旧勘定分は安全資産での運用に限定されて

いるが，新勘定分においては，その運用力

強化が最も大きな課題である。

⑦リスク管理体制の整備

ゆうちょ銀行での取り扱い金融商品・サ

ービスの拡大に加えて，郵便局会社を代理

店とした業務展開が予定されており，健全

な業務運営に向けた内部管理と適切な代理

店指導が求められる。民営化委員会等でも

指摘されているとおり，リスク管理体制整

備が喫緊の課題となる。

今後のゆうちょ銀行や郵便局会社の動向

が注目されるが，郵政民営化の前提として，

イコールフッティングが確保されているこ

とが重要であり，民営化委員会の議論等を

含めて注視していかなければならないであ

ろう。 （06年９月５日現在で執筆）

（注２）「日本郵政公社の現況と投資販売の方向性」
06年６月30日セミナー資料より

（主事研究員　丹羽由夏　たんばゆか）
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